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1）　市政への参画

推進項目 取組み名 主な担当課 推進内容 現状・課題 H２９年度目標(値)と具体的な取り組み

①パブリックコメント

制度等の充実

パブリックコメント制

度等の充実

●広報課

○自治振興課

パブリックコメントや市民説明会の実

施時期や市民への周知、市民から提

案された意見（各種アンケート等）

の把握・精査、計画への反映など、市

民にとって身近な制度となるよう充実

に取り組みます。

パブリックコメント等を実施しています

が、十分浸透しておらず、広く市民へ

の参画を呼びかけるなど制度の充実と

周知を図る必要があります。

●パブリックコメントにより市民意向を把握し、行政への市民参画を推進します。実施回数１０回、意見１０件を目標とします。（広報

課）

○平成２８年度に実施した事業所及び市民アンケートの結果を活かし、周知方法や表現について工夫し、市政への積極的な市民参画

を促します。（自治振興課）

②広聴制度の充

実
広聴制度の充実

●広報課

○元気創造政

策課

○総務課

市民が容易に参画できるよう、市民

ニーズを踏まえた広聴制度の充実に

取り組むとともに、広く市政への参画

を呼びかけます。また、市民の意見や

提案について各部局で共有し、市民

意見等を公開する制度の検討・実施

や市政に反映する仕組みづくりに取り

組みます。

市政に対する意見や提案等を広く聴

くことを目的として、市長への手紙や

市長のこんにちはトーク、市長と気軽

に栗東まちづくり座談会などに取り組

んでおり、一定数の市民参加はありま

すが、全体としてはまだ多いとは言え

ず、市民参画を推進していくうえで

は、市の情報開示や行政の見える化

が必要であります。

●「市長のこんにちはトーク」、「市長と気軽にまちづくり座談会」の実施により、市民が参加しやすい環境づくりに努め、市長と市民の対話に

よる協働のまちづくりを推進します。こんにちはトークで１０団体参加者２５０人、まちづくり座談会で参加者３００人を目標とします。

（広報課）

○総合計画、行政改革及び総合戦略の進行管理の進捗状況については、ＨＰ等において積極的に市民への情報開示を行い、分かり

やすい掲載に努めることで市民の市政への参画意識の向上に努めます。（元気創造政策課）

○市民からの意見のデータベースをグループウェアにおいて職員間で共有するシステムについて、関係課と研究していくよう努めます。（総務

課）

③市政への市民

参画機会の推進

市政への市民参

画機会の推進

●広報課

○自治振興課

○元気創造政

策課

市政に市民の視点からの意見を反映

させるため、計画や施策の策定におけ

る市民参画の確保、審議会等への

市民参画、市民懇談会の開催等に

より、市政への市民参画機会を推進

します。

市民が市政に参画する取り組みを実

施していますが、計画や施策の策定

時の実行・検証・見直しにおける市民

参画をさらに求めていく必要がありま

す。

●広聴制度を充実し、市民の意見や提案の共有化・明確化を図り、情報を蓄積する仕組みをつくります。（広報課）

○平成２８年度に実施した事業所及び市民アンケートの結果を活かし、周知方法や表現について工夫し、市政への積極的な市民参画

を促します。【再掲】（自治振興課）

○総合計画審議会、行政改革懇談会及び地方創生懇談会における委員については、幅広い関連分野の各種団体等から市政への参

画機会の推進を図ります。（元気創造政策課）

2）　情報の発信・共有

推進項目 取組み名 主な担当課 推進内容 現状・課題 H２９年度目標(値)と具体的な取り組み

①市広報やホーム

ページ等による情

報発信の充実

市広報やホーム

ページ等による情

報発信の充実

●広報課

市民に身近な市広報やホームペー

ジ、SNS（Facebook）等を活用

し、市民が活用・共有しやすく分かり

やすい情報の発信に努めます。

市広報やホームページ等による情報

発信に努めているが、市民にとって分

かりやすい情報となっているかを確認し

ながら情報を発信・公開する必要が

あります。

●広報りっとうをはじめ、新しい協働型フェイスブックなどのＳＮＳや、YouTubeやＴＶなどそれぞれのメディアの特性を活かし迅速かつ効果

的な情報発信を行い、新しくなったホームページについては、ウェブアクセシビリティの方針と公開を行い、すべての人にわかりやすい行政情報

発信の充実に取り組みます。ホームページアクセス件数年間月平均６０，０００件を目標とします。

②市民（市民活

動団体等）が交

流できる場や機会

の充実

市民（市民活動

団体等）が交流

できる場や機会の

充実

●自治振興課

○生涯学習課

○経済振興労

政課

○元気創造政

策課

○商工観光課

○広報課

現状のボランティア・市民活動いきいき

サポート講座をさらに広げるような、市

民活動団体同士の交流や、団体と

市が対等な立場で話し合いできる、

交流会・意見交換会・学習会等を充

実します。

情報の共有や連携の充実が図れてい

ないため、市民活動団体同士や団体

と市が対等な立場で話し合える場や

機会が必要です。

●元気創造まちづくり事業、協働事業提案制度の成果発表会についてポスターセッション方式の導入に向け取り組みます。また、サポート

講座など助成団体同士が交流できる機会を提供するとともに市民活動団体やボランティアを対象にした市民学習会を実施します。（自治

振興課）

○各講座の受講生が、その成果をまちづくりや人づくりに活かせるよう、講座の内容について、市民や受講生の意見を反映させ、各コミュニ

ティセンターと連携しながら地域の特性を活かせるような講座を展開します。（生涯学習課）

○産官学金連携のネットワークづくりを目指した情報収集を行います。滋賀県内の企業、行政、金融機関、大学などが参加する近江金

石会への参加などを通じて、産官学金のネットワークづくりを目指した情報収集を行います。（経済振興労政課）

○継続して県内外の企業や大学等の先進的な連携協力による取組みの情報について情報収集を行うとともに、連携事業に向けた庁内

における情報共有を図り協議・調整を進めます。また、大学等との連携事業の具現化に向けて、幅広く市民（団体）等が意見交換や交

流を図れる場の創出について検討を進めます。（元気創造政策課）

○観光物産協会が実施する「栗東観光案内所における休日開所」に際し、来所される観光客対応及び「旧和中散本舗特別公開」時に

おけるガイドなどを栗東市ボランティア観光ガイド協会と連携する中で、それぞれの事業で役割を担っていただくなどの市民活動団体としての

活動の場面を創出していきます。また、栗東市商工振興ビジョンロードマップに基づく事業実施計画の各種事業を展開するなかで、市民

（消費者）と事業者の関係づくりに向け取組みを進めます。（商工観光課）

○市民が正確な情報を入手できるよう、誰にでも分かりやすいまちづくりの情報を伝えます。（広報課）
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2）　情報の発信・共有（続き）

推進項目 取組み名 主な担当課 推進内容 現状・課題 H２９年度目標(値)と具体的な取り組み

③市民（市民活

動団体等）が情

報の発信・共有で

きる機会の充実

市民（市民活動

団体等）が情報

の発信・共有でき

る機会の充実

●自治振興課

○広報課

○生涯学習課

市民活動情報コーナー等により、市

民活動団体等が活動内容の情報の

発信・共有できる機会の充実を図りま

す。

また、市民活動団体等が活用できる

講座や助成金事業等に関する情報

共有の充実を図ります。

市民活動団体等が、活動に関する

情報を発信・共有できる機会が十分

ではありません。また、助成金、講座、

研修等に関する情報を共有できる機

会を増やす必要がありま

●平成28年度に実施した事業所及び市民アンケートの結果を活かし、まちづくりや社会貢献活動などの情報が収集しやすい媒体となるよ

うホームページの内容を見直し工夫していきます。また、市民活動情報コーナーについて市民活動団体を紹介するだけでなく、イベントポス

ターや助成金情報など見てためになるような場所として活用できるよう取り組みます。(自治振興課）

○平成２９年４月２４日スタートした滋賀県初の協働型フェイスブック「うますぎる栗東」により、市民と行政が栗東の魅力を発信する。

フェイスブック開設後のトータルいいね！件数、１，２００件を目標とします。（広報課）

○地域住民の交流の場として、コミュニティセンターにおける生涯学習情報の受発信を積極的に行います。（生涯学習課）

3）　環境づくり

推進項目 取組み名 主な担当課 推進内容 現状・課題 H２９年度目標(値)と具体的な取り組み

①活動支援及び

組織体制の充実

活動支援及び組

織体制の充実

●自治振興課

○総務課

○財政課

○生涯学習課

市民活動団体等のサポートや相談

等、市民と市の調整を行う中間支援

組織・機能の充実を図るなど、組織

体制を整え、市民と市が活動しやす

い環境づくりに努めます。

市民と市をつなぐ中間支援組織・機

能が弱いなど、組織体制が不十分で

あることから、中間支援組織・機能の

充実を図る必要があります。

●ボランティア市民活動センターに対し補助金を交付するとともに、栗東市市民社会貢献活動促進基金補助金運営委員として参画いた

だくことで市民活動団体等のサポート組織としての充実を図ります。また、元気創造まちづくり事業の地域振興協議会コースの終了に伴い、

地振協のあり方について今後の方向性を模索します。引き続き自治連合会役員会、各学区自治連合会、地域振興協議会連絡会、コ

ミュニティセンター長会議を開催し、意見交換や情報共有を通じて連携を図り、市民と市をつなぐ組織・機能を充実します。（自治振興

課）

○協働によるまちづくり推進のため、専門分野の派遣研修などにより職員の育成支援に取り組みます。（総務課）

○市民活動団体や自治会等の活動状況、事業の成果等を鑑みながら、今後の方向性等について、予算編成を通じて検討していきま

す。（財政課）

○各講座の受講生が、その成果をまちづくりや人づくりに活かせるよう、講座の内容について、市民や受講生の意見を反映させ、各コミュニ

ティセンターと連携しながら地域の特性を活かせるような講座を展開します。【再掲】（生涯学習課）

②市民提案制度

の活用・充実

市民提案制度の

活用・充実

●自治振興課

○財政課

○元気創造政

策課

積極的な周知により、市民提案制度

の活用促進を図るとともに、制度の課

題を検討し、改善に取り組みます。ま

た、制度活用の団体に対し、活動や

運営などの相談や情報提供による自

立・活性化の支援を行います。

市民提案制度に基づき、財政面での

援助や活動支援を行っています。ま

た、市民提案制度が十分浸透してお

らず、新たな団体からの提案や活用

団体を増やすため、制度の周知を図

る必要があります。

●市民提案制度を活用した事業については広報でもたびたび取り上げられていますが、さらに浸透するようシンボルマークを効果的に活用し

たり、facebook等を利用した周知を図るなど広報の方法について工夫していきます。（自治振興課）

○市民活動団体等からの提案の審査結果に基づき、成果を踏まえながら、引き続き予算措置を行っていきます。（財政課）

○今年度においても、市の事業のうち地域活力の創出や人と人の絆を育むために特に選定して推進する「平成２９年度元気創造事業」

全２１事業を採択し、「市民参画と協働による事業」、「地域資源の有効活用を目指した事業」として位置づけ、事業推進を図ります。

（元気創造政策課）

③大学や企業等

の多様な主体との

連携・ネットワーク

づくり

大学や企業等の

多様な主体との連

携・ネットワークづく

り

●自治振興課

○元気創造政

策課

○経済振興労

政課

○商工観光課

○学校教育課

○総務課

大学や企業等は協働の重要な担い

手であることから、大学包括協定など

個々の特性に応じた協定の締結や、

積極的な連携に取り組みます。また、

市・市民（地域コミュニティ団体・市

民活動団体）・大学・企業等の多

様な主体との連携やネットワークづくり

を図ります。

大学や企業等との連携やネットワーク

が十分でなく、多様な主体との連携

やネットワークづくりが必要であります。

●他課と連携し、包括協定締結に向け取り組みます。（自治振興課）

○継続して県内外の企業や大学等の先進的な連携協力による取組みの情報について情報収集を行うとともに、連携事業に向けた庁内

における情報共有を図り協議・調整を進めます。【再掲】また、具体的な大学連携を目指し、今後、様々な大学との連携事業や知的財

産活用のためのネットワークづくりの構築に向けた取組みを進めていく中で、これまでの取り組み経過や、今後の展開の方向性について合意

が図られた龍谷大学との包括連携協定を締結しました（H29.7.11)。今後、更なる連携事業の具体化に向けて、関係課との調整を図

ります。（元気創造政策課）

○トップセールスなどを通じて、地域行事・団体に関する情報や市政情報を提供するとともに、産官学金のネットワークづくりを目指した情報

収集を行います。トップセールス実施時に、栗東市商工会や栗東企業懇話会などの地域経済団体に関する情報提供を行うとともに、滋

賀県内の企業、行政、金融機関、大学などが参加する近江金石会への参加などを通じて、産官学金のネットワークづくりを目指した情報

収集を行います。（経済振興労政課）

○栗東市商工振興ビジョンロードマップに基づく事業実施計画の各種事業を展開するなかで、産学官連携によるブランド創出や商品開発

を目指します。また、域内調達の拡大に向け、市内企業間のネットワークづくりに取組みます。（商工観光課）

○滋賀大学教育学部と栗東市教育委員会が相互協力協定を結び、栗東市教育委員会は、大学2回生の「交流実習」、3回生の「基

本実習」を受け入れます。また、3，4回生は「学生サポーター」として登録し、様々な教育活動の場面で学校をサポートします。（学校教

育課）

○（公財）大学コンソーシアム京都や龍谷大学とのインターンシップにかかる協定に基づき、連携強化を図るとともに、インターンシップ実習

生を積極的に受け入れ、一層のネットワークづくりに取り組みます。（総務課）
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4）　担い手づくり

推進項目 取組み名 主な担当課 推進内容 現状・課題 H２９年度目標(値)と具体的な取り組み

①担い手の発掘・

育成の充実

（市）

職員研修の実施
●自治振興課

○総務課

人材育成のための研修等を充実し、

市職員の理解促進とスキルアップを図

り行動につながるよう、内容を工夫・

充実させます。さらに、リーダーとして、

市民と対等な形で話し合えるスキルを

身につけたファシリテーター等の養成を

目指します。

これからも職員自身がまちづくりの重

要な担い手であるという意識を向上さ

せ、業務に取り組む必要があります。

●職員研修を実施し、スキルアップを図ります。（自治振興課）

○外部機関が実施する専門研修への派遣や職場研修の機会を増やす啓発を行うなど、一層の人材育成に取り組みます。（総務課）

②担い手の発掘・

育成の充実（市

民）

学習会等の開

催、市民人材バン

クの仕組みづくり

●自治振興課

○生涯学習課

学習会等の充実により担い手の発掘

や人材育成に取り組みます。また、知

識や技能を有する人材を登録し活用

する市民人材バンクの仕組みづくりを

行います。さらに、その参加者や登録

者が情報共有や交流することにより、

ネットワークの形成を目指します。

多くの市民活動団体には、担い手づく

りの課題があり、団塊の世代や市民

活動団体に所属していない市民へま

ちづくり活動への参加を促す必要があ

ります。

また、知識や技能等を有する人材の

活動を支援する必要があります。

●市民活動団体やボランティアを対象にしたサポート講座を実施するとともに、広く市民活動に興味を持ってもらえるよう市民学習会の開

催など担い手の発掘に向けた取組みを進めます。（自治振興課）

○人材バンクの共有化と有効活用を図ります。（生涯学習課）

推進項目 取組み名 主な担当課 推進内容 現状・課題 H２９年度目標(値)と具体的な取り組み

①庁内推進体制

の整備

市民参画と協働

によるまちづくり推

進の体制づくり

●自治振興課

○総務課

市民参画と協働によるまちづくりを推

進するための担当者を各課に配置す

るなど、取り組みの進行管理・検討・

研究や協働事業の参画呼びかけ、

コーディネート等、全庁的な推進体制

を図ります。

また、職員は市民参画と協働の視点

を持って業務に取り組みます。

職員の連携や意識醸成等、全庁的

に推進する体制づくりが必要です。

●協働事業のテーマ募集の際に協働チェックシートを添付し、協働の視点を持って業務に取り組めるよう職員の意識向上に努めます。ま

た、庁内LANを利用した啓発に取り組みます。（自治振興課）

○情報の共有や連携強化が図れるための集合研修や職場研修を実施します。（総務課）

②市職員の意識

向上

職員研修の実施

〔4）1の再掲〕

●自治振興課

○総務課

人材育成のための研修等を充実し、

市職員の理解促進とスキルアップを図

り行動につながるよう、内容を工夫・

充実させます。さらに、リーダーとして、

市民と対等な形で話し合えるスキルを

身につけたファシリテーター等の養成を

目指します。

職員自身が重要な担い手であるとい

う意識を向上させ、行動につなげる必

要があります。

●職員研修を実施し、スキルアップを図ります。【再掲】（自治振興課）

○外部機関が実施する専門研修への派遣や職場研修の機会を増やす啓発を行うなど、一層の人材育成に取り組みます。【再掲】（総

務課）

進行管理

推進項目 取組み名 主な担当課 推進内容 現状・課題 H２９年度目標(値)と具体的な取り組み

①各部署における

取り組みの進行管

理

取り組みの進行管

理
●自治振興課

毎年、各部署で作成の「市民参画と

協働によるまちづくり取り組みシート」

により、事業の抽出や進捗状況を把

握し、ＰＤＣＡサイクルにより、取り

組み内容を評価・検証（一次評

価：各課取り組み状況シート、二次

評価：市民参画等推進委員会）

し、計画の進行管理と推進を行いま

す。

具体的な取り組みを推進する事で、

市民意識と職員意識を向上し、行動

につなげる必要があります。

●市民参画等推進委員会に諮り、進行管理を行います。

3

5）　市の推進体制


